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開会 午前11時33分

◎福井輝夫委員長

ただいまから、議会のあり方調査特別委員会を開会いたします。

本日の出席者は全員でありますので、会議は成立いたしております。

本日御協議いただきます案件は、「分科会委員の指名について」及び「議員の兼業（請

負）規定について」でございます。

それでは会議に入ります。

本日の会議録署名者は委員長において三野委員、川口委員の御両名を指名いたします。

【分科会委員の指名について】

◎福井輝夫委員長

始めに「分科会委員の指名について」を議題といたします。

本件につきましては、12月６日開催の本会議にて、本特別委員会委員に選任された品川

委員について、分科会委員の指名を行うものです。

お諮りいたします。

指名につきましては委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎福井輝夫委員長

御異議なしと認めます。

それでは品川委員を広報広聴検討分科会委員に指名させていただきたいと思いますが、

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎福井輝夫委員長

御異議なしと認めます。

品川議員を広報広聴検討分科会委員に指名することに決定いたしました。

【議員の兼業（請負）規定について】

◎福井輝夫委員長

次に、「議員の兼業（請負）規定について」を議題といたします。

政策等検討分科会、鈴木会長から報告をお願いします。

鈴木会長。

○鈴木豊司政策等検討分科会会長

それでは、議員の兼業（請負）規定につきまして、説明をさせていただきます。

政策等検討分科会では、地方自治法の一部改正を受けまして、伊勢市議会議員政治倫理

条例第３条の２に規定します「市との契約に関する遵守事項」の扱いにつきまして協議を

行ってまいりました。
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その結果、伊勢市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例（案）として、確認を終

えましたので、御報告申し上げ、御協議をお願いするものでございます。

資料１を御覧いただきたいと思います。

その改正の内容でございますが、まず、条例第３条の２の規定を削除しております。こ

れは、今回改正の地方自治法におきまして議員の成り手不足の解消に努めるため、請負に

関する規制の緩和が図られたことに伴い整備をするものであります。

また、配偶者及び親族等に係る請負の規制の部分につきましては、広島県府中市の事案

も調査するなかで、議会内での争い事の根拠となるような規定は残しておくべきではない

との判断から、併せて整理をするものであります。

今後、各議員におかれましては、地方自治法第92条の２の規定と伊勢市議会議員政治倫

理条例第３条に定めます政治倫理基準を遵守の上、対応していただければと考えます。

次に、第４条におきましては、地方自治法の記載方法について整理するものであります。

なお、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。

以上、政策等検討分科会からの報告とさせていただきます。

委員の皆様におかれましては、当分科会の確認結果につきまして御賛同いただきますよ

うよろしくお願い申し上げます。

◎福井輝夫委員長

ただいま鈴木会長から御説明いただきましたが、このことについて御協議をお願いしま

す。

御発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎福井輝夫委員長

御発言のないようですので、お諮りいたします。

「議員の兼業（請負）規定について」は、政策等検討分科会、鈴木会長からの御説明の

とおり決定いたしまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎福井輝夫委員長

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。

以上で本日御協議いただきます案件は終わりました。

これをもちまして議会のあり方調査特別委員会を閉会いたします。

閉会 午前11時38分
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上記署名する。

令和５年12月12日

委 員 長

委 員

委 員


